
議案第 ５３ 号  

 

周南市特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定についての専決

処分を報告し、承認を求めることについて 

 

 周南市特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第３項の規定により、市議会に報告し、承認を求める。 

 

   令和５年６月２日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  
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（別 紙） 

専 決 処 分 書 

周南市条例第 １８ 号  

令和５年５月１日  

 周南市特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

周南市長  藤  井  律  子 

 

周南市特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

周南市特殊勤務手当支給条例（平成15年周南市条例第46号）の一部を次のように改

正する。 

附則第４項の前の見出し並びに同項及び第５項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年５月８日から施行する。 
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（参  考）  

周南市特殊勤務手当支給条例新旧対照表  

改正前  改正後  

附  則  附  則  

  

１～３  （略）  １～３  （略）  

（衛生事務従事手当の特例）  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

４  職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロ

ナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

る こ と が 新 た に 報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ） で あ る も の に 限

る。以下同じ。）から市民の生命及び健康を保護するために

行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症

の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれ

に準ずるものとして市長が認める作業に従事したときは、衛

生事務従事手当を支給する。この場合において、別表（衛生

事務従事手当に係る部分に限る。）の規定は適用しない。  

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

５  前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき 1,000円

（新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の

身体に接触して行う作業又はこれらの者に長時間にわたり接

して行う作業に従事した場合にあっては、 1,500円）とする。  

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

  

 


